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「自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究であってアメリ

カ合衆国の軍隊との運用協力に関するもの」

「防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究であってアメリカ合衆国との

防衛協力に関するもの」

国家安全保障会議の事務局である国家安全保障局は、現在 「集団的自衛権の、

行使」を前提とした「安全保障」関連法改正の準備を進めています。安倍政権

は、自衛隊が米軍と共同で世界中で戦争を遂行するために、軍事機密情報を、

米国のＮＳＣと共有し、日本版ＮＳＣのもとに一元的に管理する新たな国家機

密保全体制を急ピッチでつくりあげようとしているのです。特定秘密保護法の

「施行令」において、国家安全保障会議を「特定秘密を指定する行政機関」の

筆頭に挙げたことは、安倍政権の狙いを公然と示したものに他なりません。

□「特定秘密保護法 施行令 概要① （１０月１４日 閣議決定）」

「指針の見直しは、この閣議決定［ 集団的自衛権行使」を合憲とした７月１日「

］ 、 、 。」の閣議決定のこと の内容を適切に反映し 同盟を強化し 抑止力を強化する

「議論は、自衛隊および米軍おのおのの適切な役割および任務を検討するため

の運用レベルの協議から、防衛協力に焦点を当てた政策レベルの対話にまで及

んでいる 」。

「集団的自衛権の行使」を合憲とした決定を閣議で強行した安倍政権は、これ

「 」 。にふまえて特定秘密保護法の 運用基準 に下線の部分を新たに盛り込みました

、 、 、昨年１２月６日に 国会を包囲した数万の反対の声を踏みにじって 安倍政権は

特定秘密保護法を強行採決しました。しかし、反対運動がより高揚することを恐

れて安倍政権は、昨年１２月の段階では 「集団的自衛権」を行使することにつ、

ながる自衛隊と米軍との「運用協力 「防衛協力」の文言を特定秘密保護法に意」

図的に盛り込まなかったのです。

［ 解 説 ］

□「特定秘密保護法」の「運用基準 （１０月１４日 閣議決定）」

□「日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)・中間報告 （１０月８日発表）」

上記の文言は、特定秘密保護法の施行が、日米新ガイドラインの策定と一体の

ものであることを端的に示しています。

（内閣官房「特定秘密保護法 施行令 説明資料」から抜粋）


